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本区において、令和2年度はプールの授業が実施され
なかった。理由と、実施されなかった分、水泳などの授Q
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業で学べる内容に対して、どのような代替え授業や指導を行っ
たかお聞かせください。

教育長： 水泳指導は定期健康診断の実施が前提であ
りますが、令和２年度は感染症拡大防止のための臨時A

休業があり、水泳指導が始まるまでに健康診断が実施できな
かったため、各校で水泳指導を行うことはできませんでした。
しかしながら、安全や水泳の事故防止に関する心得については
必ず指導するよう、各学校に指示をいたしました。
　代替授業につきましては、他教科等の指導時数との関係も
あり、特段実施してはございませんが、安全や事故防止に係る
指導につきましては、各学校の教育課程に位置づけ、実施した
ところです。

着衣泳に関しては、区内小学校で低学年から行ってい
る学校と行っていない学校があります。今回、中止が発Q

表されましたが、板橋区体育協会が主催する着衣泳教室も、小学
校3年生以上が対象となっております。一般社団法人水難学会に
よると、未就学児でも練習をすれば浮いて待つことが十分可能
であり、全国へ広がりを見せ、未就学児でも浮くことができると
認臓されるようになりました。本区内でも、少なくとも小学校低
学年や着衣泳数室など、水の安全に関して、着衣泳、特に浮いて
待つという指導を行うべきと考えますが、区の見解を伺います。

教育長： 低学年等に対する着衣泳の指導についてのご
質問ですが、着衣のまま水に落ちた際の対処につきましA

ては、小学校学習指導要領では、高学年の水泳指導において、各
学校の実態に応じて積極的に取り扱うと示されております。しか
しながら、低学年等の児童についても、自己の生命を守るための
対処法は身につける必要があるため、着衣のまま水に落ちた際の
対処等、水難事故防止につきましては実態に応じた指導を取り入
れてまいります。

事故現場周辺の川岸は鋼鉄製の矢板を打ち込んだ

垂直護岸で、川面から岸までの高さは１メートル以上Q
あり、水中に転落すれば、自力で這い上がることは不可能です。

岸までたどり着けたとしても、手がかりがなければ体力消耗を

抑えられず、救助を待つことも難しくなります。少なくとも１メー

トル以上、川面から岸まである場所には、ネットなど手でつかめ

るようにする等、対策を講じるべきと考えます。河川を管轄する

東京都と共に進めるべきと考えますが、見解をお示しください。

区長： 現在、河川の水難事故対策につきましては、新河

岸川に限らず重要な課題であると認識をしております。A
とりわけ水の怖さや危険な場所に近寄らないという意識を子ど

もたちに持ってもらうことは、命を守る上において最も重要であ

ると考えています。それでも川に転落をしたり、救助のため入水

したりした場合の支援設備の提案をいただきましたが、治水上の

課題もあるので、対策の趣旨が達せられますように、東京都に協

力をしていきたいと考えています。
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新型コロナウイルス感染症は、人々の生命・

健康、日常生活、社会経済活動などに深刻

な影響を与えています。 

区は、区民の安心・安全を守り、新型コロナ

ウイルス感染症 の拡大へ的確に対処しつ

つ、新たに策定した「いたばしNo.1 実現プ

ラン2025」の重点戦略の柱である「SDGs

(持続可能な開発目標)戦略」「デジタルトラ

ドンラブ「 」略戦)XD(ンョシーメーォフスン

戦略」に基づく未来を見据えた計画の着実

な実現を図ります。そのために、事務事業の

効果・効率性を見極めつつ、 質の維持・向上

ができるよう、 予算編成を行いました。

主な歳入として、特別区税と特別区交付金

があります。前年度の当初予算額と比較し

て、特別区税は460億円で、特別区民税の

納税義務者1人あたりの所得額の減などに

歳入

歳出

基金

補正予算編成

令和３年度の当初予算編成

区財政の現状
より、10億円の減収を見込んでいます。

特別区交付金は635億円で、地方法人課税

の税制改正の影響や企業業績の悪化などに

より、26億円の減収を見込んでいます(図1参

照)。これにより、財政調整基金から64億円

を繰り入れる厳しい財政状況となりました。

支出が義務付けられている義務的経費とし

て、人件費・扶助費・公債費があり、その増大

は財政運営の弾力性を欠く要因となります。

前年度の当初予算額と比較して、人件費は

退職手当支給者の減や国勢調査の終了に

伴う報酬の減などにより、公債費は元利償

還金の減により、それぞれ減少しています。

扶助費は、私立保育所保育運営経費や生活

保護法施行扶助費の増などにより、 増加し

ています(図2参照)。

財政調整基金は、コロナ禍における急激な

財政状況の悪化に備えるため、令和2年度

は優先的な積立を行いました。

義務教育施設整備基金・公共 施設等整備

基金は、小・中学校を含めた公共施設の更

新需要に備え、積み増しを行ってきた結果、

令和2年度末の積立基金残高は過去最高の

820億円となる見込みです。

しかし、3年度 は、特別区税・特別区交付金

の大幅な減収や、公共施設の更新に伴う基

金の繰り入れなどにより、前年度と比較し

て、85億円減の735億円となる見込みです

(図3参照)。

新型コロナウイルス感染症の拡大の長期

化により、緊急に対応すべき事業を遅滞な

く実施するため、補正予算を3度にわたり編

成しています。今後も、国・都の動向を注視

しながら、迅速に対応していくとしています。
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※平成29~令和元年度は決算額、2年度は最終補正後の
予算額、3年度は当初予算額。

※普通会計に基づき、平成29〜令和元年度は決算額、
2年度は最終補正後の予算額、３年度は当初予算額。

※平成29〜令和元年度は決算額、2年度は決算見込み
額、３年度は当初予算時点で見込まれる年度末残高。


